
令 和 ６ 年 １ 月 1 6 日 

内閣府政策統括官（防災担当） 

「災害ケースマネジメントに関する地方公共団体及び関係民間団体向け説明会」 
（鳥取県開催）の中止について 

「災害ケースマネジメントに関する地方公共団体及び関係民間団体向け説明会」（鳥取県開催）に

ついては中止することとなりましたのでお知らせします。 

【本件問合せ先】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官 

（避難生活担当）付 新井、信藤 

TEL  03-5253-2111（内線 51360） 

03-3593-2849（直通）



   

令 和 ５ 年 1 2 月 2 7 日 

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

永田クラブ、経済研究会、国土交通記者会へ公表 

 

「災害ケースマネジメントに関する地方公共団体及び関係民間団体向け 
説明会」を鳥取県との共催により実施します 

 
 

 災害時、訪問等のアウトリーチにより被災者の状況を把握し、官民連携の下、多様な課題の解決に

向けて継続的な支援を行い、被災者の自立・生活再建が進むようにマネジメントする「災害ケースマ

ネジメント」が各地で進められてきています。 

災害ケースマネジメントの取組にあたり官民連携の必要性を学ぶと共に、災害ケースマネジメント

の実施方法等を参加者で話し合うことにより、被災者の生活再建支援について考える機会を設け、平

時から官民の顔の見える関係を構築するための説明会を鳥取県との共催により下記のとおり実施いた

します。 

 

記 

 

 

１．日 時： 令和６年１月 25日（木）14時 00分～17時 00分 

 

２．場 所： 鳥取県庁第２庁舎４階 第 22会議室  

（鳥取県鳥取市東町一丁目 271） 

※ オンライン併用 

 

３．内 容： （１）概要説明「国と鳥取県における災害ケースマネジメントの取組について」 

       （２）講演「災害ケースマネジメントの概要と官民・多業種の連携が必要な理由」 

       （３）ワークショップ「災害ケースマネジメントに取り組むためのケース検討」 

          ※会場参加者を複数のグループに分けて個別の事例を検討し、大学教員、弁護

士、NPOの有識者から講評を行う 

       （４）ワークショップでの検討内容の全体共有・講評 

           

 

４．対 象： 都道府県及び市町村の職員、社会福祉協議会等福祉関係者、弁護士や建築士等の士業

関係者、NPO等民間支援団体、災害ケースマネジメントに関心のある方 

（会場 100名のため、会場参加については、鳥取県の方を優先） 

  

５．申 込： 別紙参照 

       ※申し込み期限は令和６年１月 19日（金）まで 

       ※当日の取材についてはフルオープンで実施いたします。 

 

 
 

 

 

【本件問合せ先】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官 

（避難生活担当）付 新井、信藤         

TEL  03-5253-2111（内線 51360） 

03-3593-2849（直通） 

中止 



 


